
議案第２５号 

 

   佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   



佐倉市条例第   号 

   佐倉市都市公園条例の一部を改正する条例 

 佐倉市都市公園条例（昭和４７年佐倉市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第５岩名運動公園の項中 

「 

午前８時３０分から午後

９時まで 

午前６時３０分から午後

９時まで 

             」を 

「 

午前８時３０分から午後

８時３０分まで 

午前６時３０分から午後

８時３０分まで 

             」に、 

「 

テニスコ

ート 

１月４日から５月３１日

まで及び９月１日から１

２月２８日まで 

午前８時３０分から午後

４時３０分まで 

 ６月１日から８月３１日

まで 

午前６時３０分から午後

６時３０分まで 

                              」を 

「 

テニスコ

ート（ク

レー） 

３月１日から５月３１日

まで及び９月１日から１

２月２８日まで 

午前８時３０分から午後

４時３０分まで 

 ６月１日から８月３１日

まで 

午前６時３０分から午後

６時３０分まで 



テニスコ

ート（人

工芝） 

１月４日から５月３１日

まで及び９月１日から１

２月２８日まで 

午前８時３０分から午後

４時３０分まで 

 ６月１日から８月３１日

まで 

午前６時３０分から午後

６時３０分まで 

                              」に、 

「 

午前９時から午後４時ま

で 

             」を 

「 

午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時

まで 

             」に改め、同表上座総合公園の項中 

「 

午前９時から午後４時ま

で 

             」を 

「 

午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時

まで 

             」に改める。 

 別表第６の１ 基本施設の表を次のように改める。 

 １ 基本施設 

区分 
入場料等を徴収しな

いで使用する場合 

入場料等を徴収し

て使用する場合 
摘要 

長嶋茂

雄記念

一般 ２時間 ２,４７０

円 

２時間 １２，３７

０円 

 



岩名球

場 

高校生・

大学生 

２時間 １，３１０

円 

２時間 ６，１８０

円 

 

小・中学

生 

２時間 ８２０円   

職業野球  ２時間 ３７，１２

０円 

 

会議室 １時間 ２１０円 １時間 ２１０円  

岩名第

２球場 

一般 ２時間 １，６５０

円 

  

高校生・

大学生 

２時間 ８２０円   

小・中学

生 

２時間 ４８０円   

大作球

場 

一般 ２時間 １，６５０

円 

  

高校生・

大学生 

２時間 ８２０円   

小・中学

生 

２時間 ４８０円   

小出義

雄記念

陸上競

技場 

団

体 

一般 ２時間 ４，９５０

円 

２時間 １６，５０

０円 

原則と

して、

大会、

部活動

、クラ

ブ活動

、撮影

その他

指定管

理者が

認める

用途に

ついて

適用す

る。 

高 校

生・大

学生 

２時間 ６５０円 ２時間 ４，１２０

円 

小・中

学生 

２時間 ４１０円  

ア マ

チ ュ

ア ス

ポ ー

ツ 以

外 

 ２時間 ４９，５０

０円 

個人 １回 １５０円   



会議室 １時間 ２１０円 １時間 ２１０円  

テニス

コート

（クレ

ー）（

１コー

トにつ

き） 

一般 ２時間 ６５０円 ２時間 ６，５４０

円 

 

高校生・

大学生 

２時間 ３１０円 ２時間 ３，２７０

円 

 

小・中学

生 

２時間 １５０円   

職業テニ

ス 

 ２時間 １３，０９

０円 

 

テニス

コート

（人工

芝）（

１コー

トにつ

き） 

一般 ２時間 １，２６０

円 

２時間 １２，５１

０円 
 

高校生・

大学生 

２時間 ６４０円 ２時間 ６，２５０

円 
 

小・中学

生 

２時間 ３１０円  
 

職業テニ

ス 

 ２時間 ２５，０４

０円 
 

スポー

ツ資料

館 

会議室 １時間 ３１０円   

プール 

一般 

（高校生

以上） 

入場１回 ４８０円  午前午

後の２

部制と

し、使

用者の

入替え

を行う

。 

小・中学

生 

入場１回 １５０円  

岩名球

技場 

全

面 

一般 
２時間 ５，２４０

円 

２時間 ５２，３７

０円 

 

高 校

生・大

学生 

２時間 ２，６２０

円 

  

小・中

学生 

２時間 １，６８０

円 

  



半

面 

一般 
２時間 ２，６２０

円 

２時間 ２６，１８

０円 

 

高 校

生・大

学生 

２時間 １，３１０

円 

  

小・中

学生 

２時間 ８４０円   

 備考 

  １ 市外居住者が基本施設（プールを除く。）を使用するときは、区分にお

ける利用料金の２倍の金額を上限とする。 

  ２ 小出義雄記念陸上競技場を夜間時間に使用する場合は、１人につき１

５０円を加算する。 

  ３ 使用許可時間を超過した場合は、当該区分における利用料金を別に徴

収する。 

 別表第６の２ 附帯設備の表岩名球技場照明設備の項中 

「 

１時間 

全点灯 ３，１６０円 

２分の１点灯 １，５８０円 

３分の１点灯 １，０５０円 

                         」を 

「 

３０分 

全点灯 １，５８０円 

２分の１点灯 ７９０円 

３分の１点灯 ５２０円 

                         」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


